
 

 

- 1 - 

○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
九
十
三
号 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

並
び
に
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
十
一
条
の
二
及
び
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
第
十
二
条
の
二
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
事
業
用
自
動

車
の
運
転
者
に
対
し
て
行
う
指
導
及
び
監
督
の
指
針
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

国
土
交
通
大
臣 

斉
藤 

鉄
夫 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
対
し
て
行
う
指
導
及
び
監
督
の
指
針
等
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示 

第
一
条 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
対
し
て
行
う
指
導
及
び
監
督
の
指
針
（
平
成
十
三

年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

第
二
章

 
特
定
の
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
指
針

 
第
二
章

 
特
定
の
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
指
針

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
四
輪
以

上
の
軽
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
安
全
規
則
第

1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
章
の
一
般

的
な
指
導
及
び
監
督
に
加
え
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
２
の
各
号
に

掲
げ
る
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
内
容
に

つ
い
て
、
３
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
つ
つ
指
導
を
実
施
し
、
安
全
規
則
第
９
条
の

５
第
１
項
又
は
第
９
条
の
６
第
１
項
に
基
づ
き
、
指
導
を
実
施
し
た
年
月
日
及
び
指

導
の
具
体
的
内
容
を
運
転
者
等
台
帳
若
し
く
は
貨
物
軽
自
動
車
運
転
者
等
台
帳
（
以

下
「
運
転
者
等
台
帳
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
す
る
か
、
又
は
、
指
導
を
実
施
し
た

年
月
日
を
運
転
者
等
台
帳
等
に
記
載
し
た
う
え
で
指
導
の
具
体
的
内
容
を
記
録
し
た

書
面
を
運
転
者
等
台
帳
等
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
４
の
各
号
に
掲
げ
る

運
転
者
に
対
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
適
性
診
断
を
受
診
さ
せ
、
受
診

年
月
日
及
び
適
性
診
断
の
結
果
を
記
録
し
た
書
面
を
同
項
に
基
づ
き

運
転
者
等
台
帳

等
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
５
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
、
運
転
者
と
し

て
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
に
対
し
、
雇
い
入
れ
る
前
の
事
故
歴
を
把
握
し
た
上
で
、

必
要
に
応
じ
、
特
別
な
指
導
を
行
い
、
適
性
診
断
を
受
け
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
安
全
規
則
第

1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
第
一
章
の
一
般
的
な
指
導
及
び
監
督
に
加
え
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
２
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
３
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
つ
つ
指
導
を
実
施
し
、

安
全
規
則
第
９
条
の
５
第
１
項
に
基
づ
き
、
指
導
を
実
施
し
た
年
月
日
及
び
指
導
の

具
体
的
内
容
を
運
転
者
台
帳
に
記
載
す
る
か
、
又
は
、
指
導
を
実
施
し
た
年
月
日
を

運
転
者
台
帳
に
記
載
し
た
う
え
で
指
導
の
具
体
的
内
容
を
記
録
し
た
書
面
を
運
転
者

台
帳
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
４
の
各
号
に
掲
げ
る
運
転
者
に
対
し
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
適
性
診
断
を
受
診
さ
せ
、
受
診
年
月
日
及
び
適
性
診

断
の
結
果
を
記
録
し
た
書
面
を
同
項
に
基
づ
き
運
転
者
台
帳
に
添
付
す
る
も
の
と
す

る
。
さ
ら
に
、
５
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
り
、
運
転
者
と
し
て
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者

に
対
し
、
雇
い
入
れ
る
前
の
事
故
歴
を
把
握
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
、
特
別
な
指

導
を
行
い
、
適
性
診
断
を
受
け
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

１
 
目
的

 
１

 
目
的

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
事
業
用
自
動
車
の
運

転
者
に
つ
い
て
そ
の
再
発
防
止
を
図
り
、
ま
た
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
を
十
分
に
習
得
し
て
い
な

い
新
た
に
雇
い
入
れ
た
運
転
者
及
び
加
齢
に
伴
い
身
体
機
能
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
高

齢
者
で
あ
る
運
転
者
に
つ
い
て
交
通
事
故
の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら

特
定
の
運
転
者
に
対
し
、
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
特
定
の
運
転
者
に
対
し
て
行
う
特
別
な
指
導
は
、
個
々
の
運
転
者
の
状
況
に
応

じ
、
適
切
な
時
期
に
十
分
な
時
間
を
確
保
し
て
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を
確

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
事
業
用
自
動

車
の
運
転
者
に
つ
い
て
そ
の
再
発
防
止
を
図
り
、
ま
た
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
を
十
分
に
習
得
し

て
い
な
い
新
た
に
雇
い
入
れ
た
運
転
者
及
び
加
齢
に
伴
い
身
体
機
能
が
変
化
し
つ
つ

あ
る
高
齢
者
で
あ
る
運
転
者
に
つ
い
て
交
通
事
故
の
未
然
防
止
を
図
る
た
め
に
は
、

こ
れ
ら
特
定
の
運
転
者
に
対
し
、
よ
り
き
め
細
か
な
指
導
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る

。
そ
こ
で
、
特
定
の
運
転
者
に
対
し
て
行
う
特
別
な
指
導
は
、
個
々
の
運
転
者
の
状

況
に
応
じ
、
適
切
な
時
期
に
十
分
な
時
間
を

確
保
し
て
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
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保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

 
 

２
 
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 
２

 
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 

⑴
 
（
略
）

 
⑴

 
（
略
）

 

事
故
惹
起
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 
事
故
惹
起
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 

内
容
 

時
間

 

①
 
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
令
等

 

事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
法
令
等
に
基
づ
き
運
転
者
が
遵

守
す
べ
き
事
項
を
再
確
認
さ
せ
る
。

 

①
か
ら
⑤
ま

で
に
つ
い
て

一
般
貨
物
自

動
車
運
送
事

業
者
等
に
あ

っ
て
は
合
計

６
時
間
以
上

、
貨
物
軽
自

動
車
運
送
事

業
者
に
あ
っ

て
は
合
計
５

時
間
以
上
実

施
す
る
こ
と

。
 

⑥
に
つ
い
て

は
、
可
能
な

限
り
実
施
す

る
も
の
と
す

る
。

 

②
 
交
通
事
故
の
事
例
の
分
析
に
基
づ
く
再
発
防
止
対
策

 

交
通
事
故
の
事
例
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た

運
転
行
動
上
の
問
題
点
を
把
握
さ
せ
る
と
と
も
に
、
事
故
の

再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
理
解
さ
せ
る
。

 

③
 
交
通
事
故
に
関
わ
る
運
転
者
の
生
理
的
お
よ
び
心
理
的
要

因
並
び
に
こ
れ
ら
へ
の
対
処
方
法

 

交
通
事
故
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
運
転
者
の
生
理

的
及
び
心
理
的
要
因
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

要
因
が
事
故
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
対
処
方

法
を
指
導
す
る
。

 

④
 
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
事
項

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
の
態
様
及
び
運
転
者
の

乗
務
の
状
況
等
に
応
じ
て
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
事
項
を
指
導
す
る
。

 

⑤
 
危
険
の
予
測
及
び
回
避

 

危
険
予
知
訓
練
の
手
法
等
を
用
い
て
、
道
路
及
び
交
通
の

状
況
に
応
じ
て
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険

を
予
測
さ
せ
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
運
転
方
法
等
を
運

転
者
が
自
ら
考
え
る
よ
う
指
導
す
る
。

 

内
容
 

時
間

 

①
 
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
令
等

 

事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
法
令
等
に
基
づ
き
運
転
者
が
遵

守
す
べ
き
事
項
を
再
確
認
さ
せ
る
。

 

①
か
ら
⑤
ま

で
に
つ
い
て

合
計
６
時
間

以
上
実
施
す

る
こ
と
。

 

⑥
に
つ
い
て

は
、
可
能
な

限
り
実
施
す

る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

 

         

②
 
交
通
事
故
の
事
例
の
分
析
に
基
づ
く
再
発
防
止
対
策

 

交
通
事
故
の
事
例
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た

運
転
行
動
上
の
問
題
点
を
把
握
さ
せ
る
と
と
も
に
、
事
故
の

再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
理
解
さ
せ
る
。

 

③
 
交
通
事
故
に
関
わ
る
運
転
者
の
生
理
的
お
よ
び
心
理
的
要

因
並
び
に
こ
れ
ら
へ
の
対
処
方
法

 

交
通
事
故
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
運
転
者
の
生
理

的
及
び
心
理
的
要
因
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

要
因
が
事
故
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
対
処
方

法
を
指
導
す
る
。

 

④
 
交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
事
項

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
の
態
様
及
び
運
転
者
の

乗
務
の
状
況
等
に
応
じ
て
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
留
意
す
べ
き
事
項
を
指
導
す
る
。

 

⑤
 
危
険
の
予
測
及
び
回
避

 

危
険
予
知
訓
練
の
手
法
等
を
用
い
て
、
道
路
及
び
交
通
の

状
況
に
応
じ
て
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険

を
予
測
さ
せ
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
運
転
方
法
等
を
運

転
者
が
自
ら
考
え
る
よ
う
指
導
す
る
。
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⑥
 
安
全
運
転
の
実
技

 

実
際
に
事
業
用
自
動
車
を
運
転
さ
せ
、
道
路
及
び
交
通
の

状
況
に
応
じ
た
安
全
な
運
転
方
法
を
添
乗
等
に
よ
り
指
導
す

る
。

 

備
考

 

貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
の
運
転
者
で
あ
る
事
故
惹
起
運
転
者
が
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
し
た
後
に
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
受
講
し
た
場
合

、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
が
当
該
事
故
惹
起
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指

導
を
実
施
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

⑥
 
安
全
運
転
の
実
技

 

実
際
に
事
業
用
自
動
車
を
運
転
さ
せ
、
道
路
及
び
交
通
の

状
況
に
応
じ
た
安
全
な
運
転
方
法
を
添
乗
等
に
よ
り
指
導
す

る
。

 
 

 
 

⑵
 
安
全
規
則
第
３
条
第
１
項
に
基
づ
き
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
運

転
者
と
し
て
常
時
選
任
す
る
た
め
に
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
（
当
該
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前
３
年

間
に
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
よ
っ
て
運
転
者
と
し
て
常
時
選

任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
（
以
下
「
初
任
運
転
者
」
と
い
う
。
）

 

⑵
 
安
全
規
則
第
３
条
第
１
項
に
基
づ
き
運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
す
る
た
め
に

新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
（
当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事

業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前
３
年
間
に
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等

に
よ
っ
て
運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
を
除
く

。
以
下
「

初
任
運
転
者
」
と
い
う
。
）

 

初
任
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 
初
任
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 

内
容
 

時
間

 

①
 
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
運
転

者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
運
転
に
関
す
る
事
項
等

 

第
一
章
２
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
章
２
⑵
の
う
ち
日
常
点
検
に
関
す
る
事
項

、
同
章
２
⑶
の
う
ち
事
業
用
自
動
車
の
車
高
、
視
野
、
死
角

、
内
輪
差
及
び
制
動
距
離
等
に
関
す
る
事
項
並
び
に
同
章
２

⑷
の
う
ち
貨
物
の
積
載
方
法
及
び
固
縛
方
法
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
車
両
を
用
い
て
指
導
す
る
。

 

（
略
）

 

（
略
）

 
 

内
容
 

時
間

 

①
 
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
運
転

者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
運
転
に
関
す
る
事
項
等

 

第
１
章
２
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
章
２
⑵
の
う
ち
日
常
点
検
に
関
す
る
事
項

、
同
章
２
⑶
の
う
ち
事
業
用
自
動
車
の
車
高
、
視
野
、
死
角

、
内
輪
差
及
び
制
動
距
離
等
に
関
す
る
事
項
並
び
に
同
章
２

⑷
の
う
ち
貨
物
の
積
載
方
法
及
び
固
縛
方
法
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
車
両
を
用
い
て
指
導
す
る
。

 

（
略
）

 

（
略
）

 
 

⑶
 
所
属
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
の
運
転
者
と
し
て
初
め
て
事
業
用
自

動
車
に
乗
務
す
る
者
（
当
該
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事

業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前
３
年
間
に
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等

（
新
設
）
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に
よ
っ
て
運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
又
は
他
の
貨
物
軽

自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
っ
て
運
転
者
と
し
て
乗
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
を
除

く
。
以
下
「
貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者
」
と
い
う
。
）

 

貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
の
内
容
及
び
時
間

 
 

内
容

 
時
間

 

①
 
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
運
転

者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
運
転
に
関
す
る
事
項
等

 

第
一
章
２
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

 

①
に
つ
い
て

５
時
間
以
上

実
施
す
る
こ

と
。

 

②
に
つ
い
て

は
、
可
能
な

限
り
実
施
す

る
も
の
と
す

る
。

 

②
 
安
全
運
転
の
実
技

 

実
際
に
事
業
用
自
動
車
を
運
転
さ
せ
、
道
路
及
び
交
通
の

状
況
に
応
じ
た
安
全
な
運
転
方
法
を
添
乗
等
に
よ
り
指
導
す

る
。

 

備
考

 

貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者
が
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前
３
年
以
内
に

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
受
講
し
た
場
合
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事

業
者
が
当
該
貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
を
実
施
し
た

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 

 
 

⑷
 
高
齢
者
で
あ
る
運
転
者
（
以
下
「
高
齢
運
転
者
」
と
い
う
。
）

 
⑶

 
高
齢
者
で
あ
る
運
転
者
（
以
下
「
高
齢
運
転
者
」
と
い
う
。
）

 

４
の
⑷
の
適
性
診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
、
個
々
の
運
転
者
の
加
齢
に
伴
う
身
体

機
能
の
変
化
の
程
度
に
応
じ
た
事
業
用
自
動
車
の
安
全
な
運
転
方
法
等
に
つ
い
て

運
転
者
が
自
ら
考
え
る
よ
う
指
導
す
る
。

 

４
の
⑶
の
適
性
診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
、
個
々
の
運
転
者
の
加
齢
に
伴
う
身
体

機
能
の
変
化
の
程
度
に
応
じ
た
事
業
用
自
動
車
の
安
全
な
運
転
方
法
等
に
つ
い
て

運
転
者
が
自
ら
考
え
る
よ
う
指
導
す
る
。

 

 
 

３
 
特
別
な
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

 
３

 
特
別
な
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

 

⑴
 
指
導
の
実
施
時
期

 
⑴

 
指
導
の
実
施
時
期

 

①
 
（
略
）

 
①

 
（
略
）

 

②
 
初
任
運
転
者

 
②

 
初
任
運
転
者

 

当
該
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車

当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
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に
乗
務
す
る
前
に
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
、
乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
実
施
す
る
。

 

す
る
前
に
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
実
施
す
る
。

 

③
 
貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者

 
（
新
設
）

 

当
該
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗

務
す
る
前
に
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は

、
乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
実
施
す
る
。

 

 

④
 
（
略
）

 
③

 
（
略
）

 

⑵
 
き
め
細
か
な
指
導
の
実
施

 
⑵

 
き
め
細
か
な
指
導
の
実
施

 

事
故
惹
起
運
転
者
が
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
運
転
行
動
上
の
要
因
を
自

ら
考
え
、
初
任
運
転
者
及
び
貨
物
軽
自
動
車
初
任
運
転
者
（
以
下
「
初
任
運
転

者
等
」
と
い
う
。
）
が
事
業
用
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
関
す
る
自
ら
の
技
能

及
び
知
識
の
程
度
を
把
握
し
、
高
齢
運
転
者
が
加
齢
に
伴
う
身
体
機
能
の
変
化

を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
運
転
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
の
知
識
の
充
実
並
び
に
技
能
及
び
運
転
行
動
の
改
善
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
４
の
適
性
診
断
の
結
果
判
明
し
た
当
該
運
転
者
の
運

転
行
動
の
特
性
も
踏
ま
え
、
当
該
運
転
者
と
話
し
合
い
を
し
つ
つ
き
め
細
か
な

指
導
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

運
転
者
が
気
づ
か
な
い
技
能
、
知
識
又
は
運
転
行
動
に
関
す
る
問
題
点
が
あ
れ

ば
、
運
転
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
配
慮

し
つ
つ
こ
れ
を

指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
指
導
の
終
了
時
に
、
運
転
者
に
よ

り
安
全
な
運
転
に
つ
い
て
の
心
構
え
等
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ
る

な
ど
し
て
、
指
導
の
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

事
故
惹
起
運
転
者
が
交
通
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
運
転
行
動
上
の
要
因
を
自

ら
考
え
、
初
任
運
転
者
が
事
業
用
自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
関
す
る
自
ら
の
技

能
及
び
知
識
の
程
度
を
把
握
し
、
高
齢
運
転
者
が
加
齢
に
伴
う
身
体
機
能
の
変

化
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
運
転
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
知
識
の
充
実
並
び
に
技
能
及
び
運
転
行
動
の
改
善
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
４
の
適
性
診
断

の
結
果
判
明
し
た
当
該
運
転
者
の

運
転
行
動
の
特
性
も
踏
ま
え
、
当
該
運
転
者
と
話
し
合
い
を
し
つ
つ
き
め
細
か

な
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
運
転
者
が
気
づ
か
な
い
技
能
、
知
識
又
は
運
転
行
動
に
関
す
る
問
題
点
が
あ

れ
ば
、
運
転
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
配
慮
し
つ
つ
こ
れ

を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
指
導
の
終
了
時
に
、
運
転
者
に

よ
り
安
全
な
運
転
に
つ
い
て
の
心
構
え
等
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
さ
せ

る
な
ど
し
て
、
指
導
の
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

⑶
 
（
略
）

 
⑶

 
（
略
）

 

 
 

４
 
適
性
診
断
の
受
診

 
４

 
適
性
診
断
の
受
診

 

⑴
 
（
略
）

 
⑴

 
（
略
）

 

⑵
 
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
す
る
た
め
に

新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
お

い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前
３
年
間
に
初
任
診
断
（

初
任
運
転

者
等
の
た
め
の
適
性
診
断
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う

。

⑵
 
運
転
者
と
し
て
常
時
選
任
す
る
た
め
に
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
で
あ
っ
て
当

該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
す
る
前

３
年
間
に
初
任
診
断
（
初
任
運
転
者
の
た
め
の
適
性
診
断
と
し
て
国
土
交
通
大

臣
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
受
診
し
た
こ
と
が
な
い
者
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以
下
同
じ
。
）
を
受
診
し
た
こ
と
が
な
い
者

 

当
該
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に

乗
務
す
る
前
に
初
任
診
断
を
受
診
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
場
合
に
は
、
乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
受
診
さ
せ
る
。

 

当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車
に
乗
務
す

る
前
に
初
任
診
断
を
受
診
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
、
乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
受
診
さ
せ
る
。

 

⑶
 
所
属
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車

に

乗
務
す
る
前
３
年
間
に
初
任
診
断
を
受
診
し
た
こ
と
が
な
い
者

 

（
新
設
）

 

当
該
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お
い
て
初
め
て
事
業
用
自
動
車

に
乗
務

す
る
前
に
初
任
診
断
を
受
診
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
は
、
乗
務
を
開
始
し
た
後
１
か
月
以
内
に
受
診
さ
せ
る
。

 

 

⑷
 
高
齢
運
転
者

 
⑶

 
高
齢
運
転
者

 

適
齢
診
断
（
高
齢
運
転
者
の
た
め
の
適
性
診
断
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認

定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を

6
5
才
に
達
し
た
日
以
後
１
年
以
内
（

6
5
才
以
上
の

者
を
新
た
に
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
運
転
者
と
し
て
選
任
し
た
場

合
又
は
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
の
運
転
者
と
し
て
初
め
て

事
業
用
自
動
車

に
乗
務
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
選
任
の
日
又
は
当
該
乗
務
の
日
か
ら
１
年
以

内
）
に
１
回
受
診
さ
せ
、
そ
の
後
３
年
以
内
ご
と
に
１
回
受
診
さ
せ
る
。

 

適
齢
診
断
（
高
齢
運
転
者
の
た
め
の
適
性
診
断
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認

定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を

6
5
才
に
達
し
た
日
以
後
１
年
以
内
（

6
5
才
以
上
の

者
を
新
た
に
運
転
者
と
し
て
選
任
し
た
場
合
に
は
、
選
任
の
日

か
ら
１
年
以
内

）
に
１
回
受
診
さ
せ
、
そ
の
後
３
年
以
内
ご
と
に
１
回
受
診
さ
せ
る
。

 

５
 
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
の
事
故
歴
の
把
握

 
５

 
新
た
に
雇
い
入
れ
た
者
の
事
故
歴
の
把
握

 

⑴
 
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
運
転
者
を
新
た
に
雇
い
入
れ
た
場
合
に
は
、

当
該
運
転
者
に
つ
い
て
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和

5
0
年
法
律
第

5
7
号
）
に
規
定
す
る
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
交
付
す
る
無
事
故
・
無
違

反
証
明
書
又
は
運
転
記
録
証
明
書
等
に
よ
り
、
雇
い
入
れ
る
前
の
事
故
歴
を
把

握
し
、
事
故
惹
起
運
転
者
に
該
当
す
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

⑴
 
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
安
全
規
則
第
３
条
第
１
項
に
基
づ
き

運
転
者
を
常
時
選
任
す
る
た
め
に
新
た
に
雇
い
入
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
運
転

者
に
つ
い
て
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和

5
0
年
法
律
第

5
7
号
）
に

規
定
す
る
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
交
付
す
る
無
事
故
・
無
違
反
証
明
書

又
は
運
転
記
録
証
明
書
等
に
よ
り
、
雇
い
入
れ
る
前
の
事
故
歴
を
把
握
し
、
事

故
惹
起
運
転
者
に
該
当
す
る
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

⑵
・
⑶

 
（
略
）

 
⑵
・
⑶

 
（
略
）
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第
二
条 

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
に
基
づ
く
適
性
診
断
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
二
十
四
年
国
土

交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

適
性
診
断
の
種
類 

指

導

及

び

助

言 

実

施

者 

方

法 

内

容 

（
略
） 

初
任
診
断 

（
略
） 

個
別
面
談
方
式
又

は
二
十
人
以
下
の

集
団
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
方
式
（
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
指
示

に
従
い
、
個
々
の

診
断
の
評
価
及
び

目
標
を
発
表
し
、

他
の
受
診
者
と
意

見
を
交
換
す
る
こ

と
に
よ
り
、
問
題

の
解
決
を
図
る
方

式
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
） 

（
略
） 

適
齢
診
断 

 

適
性
診
断
の
種
類 

指

導

及

び

助

言 

実

施

者 

方

法 

内

容 

（
略
） 

初
任
診
断 

（
略
） 

個
別
面
談
方
式
又

は
十
二
人
以
下
の

集
団
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
方
式
（
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
指
示

に
従
い
、
個
々
の

診
断
の
評
価
及
び

目
標
を
発
表
し
、

他
の
受
診
者
と
意

見
を
交
換
す
る
こ

と
に
よ
り
、
問
題

の
解
決
を
図
る
方

式
を
い
い
、
同
一

業
態
（
乗
合
、
貸

切
、
ハ
イ
ヤ
ー
・

タ
ク
シ
ー
の
別
を

い
う
。
）
の
旅
客

自
動
車
運
送
事
業

者
の
運
転
者
が
受

診
す
る
場
合
に
限

る
。
以
下
同
じ
。

） 

（
略
） 

適
齢
診
断 
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第
三
条 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
適
性
診
断
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
二
十
四
年

国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
遵
守
事
項
） 

（
遵
守
事
項
） 

第
九
条 

適
性
診
断
の
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
適
性
診
断
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

適
性
診
断
の
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
適
性
診
断
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

適
性
診
断
の
受
診
者
が
所
属
す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
適
性
診
断
の

結
果
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
か
ら
の
求
め
に

応
じ
て
、
当
該
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
当
該
受
診
者
に
対
し
効
果
的
か
つ

適
切
に
指
導
及
び
監
督
を
行
う
た
め
に
当
該
結
果
を
活
用
す
る
方
法
を
教
示
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

適
性
診
断
の
受
診
者
が
所
属
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
適
性

診
断
の
結
果
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等

か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
当
該
受
診

者
に
対
し
効
果
的
か
つ
適
切
に
指
導
及
び
監
督
を
行
う
た
め
に
当
該
結
果
を
活

用
す
る
方
法
を
教
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

適
性
診
断
の
種
類 

指

導

及

び

助

言 

実

施

者 

方

法 

内

容 

（
略
） 

初
任
診
断 

（
略
） 

個
別
面
談
方
式
又

は
二
十
人
以
下
の

集
団
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
方
式
（
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
指
示

に
従
い
、
個
々
の

診
断
の
評
価
及
び

目
標
を
発
表
し
、

他
の
受
診
者
と
意

見
を
交
換
す
る
こ

と
に
よ
り
、
問
題

の
解
決
を
図
る
方

式
を
い
う
。
以
下

（
略
） 

適
齢
診
断 

適
性
診
断
の
種
類 

指

導

及

び

助

言 

実

施

者 

方

法 

内

容 

（
略
） 

初
任
診
断 

（
略
） 

個
別
面
談
方
式
又

は
十
二
人
以
下
の

集
団
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
方
式
（
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
指
示

に
従
い
、
個
々
の

診
断
の
評
価
及
び

目
標
を
発
表
し
、

他
の
受
診
者
と
意

見
を
交
換
す
る
こ

と
に
よ
り
、
問
題

の
解
決
を
図
る
方

式
を
い
う
。
以
下

（
略
） 

適
齢
診
断 
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同
じ
。
） 

 

同
じ
。
） 
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附 

則 

こ
の
告
示
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

 


